
そ
の
末
に
、
ヤ
ボ
ク
の
渡
し
で
神
の
使
い
と

格
闘
し
、
そ
の
際
、
ヤ
コ
ブ
か
ら
イ
ス
ラ
エ

ル
、
「
エ
ル
（
神
戦
い
た
も
う
）
」
と
い
う
名

を
与
え
ら
れ
る
。
（
創
世
記
三
二
・
二
三
）
。

旧
約
聖
書
の
民
と
地
の
総
称
で
あ
り
、
（
三

五
・
一
〇
）
ソ
ロ
モ
ン
王
の
死
後
、
南
北
に

分
裂
し
、
死
海
の
北
岸
か
ら
、
地
中
海
の
線

よ
り
北
の
北
王
国
の
名
称
と
な
り
、
南
王
国

を
ユ
ダ
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
エ
ル
サ
レ

ム
は
ユ
ダ
の
北
部
に
な
る
。
（
前
九
二
八
年
）

ユ
ダ
、
ユ
ダ
ヤ
人

ユ
ダ
は
「
神
は
た
た
え
ら
れ
よ
」
。
イ
ス
ラ

エ
ル
南
部
の
一
部
族
の
名
ま
た
人
名
に
多
く

用
い
ら
れ
て
い
る
。

ユ
ダ
ヤ
は
ロ
ー
マ
の
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
時
代
、

新
約
聖
書
の
背
景
を
な
す
時
代
、
パ
レ
ス
チ

ナ
全
土
に
対
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
ユ
ー
ダ

イ
ア
（
ギ
リ
シ
ア
語
）
に
由
来
す
る
。
イ
ス

ラ
エ
ル
と
同
義
語
と
も
言
え
る
。

ユ
ダ
ヤ
人
は
現
在
、
ユ
ダ
ヤ
人
を
母
と
す

る
者
、
ま
た
は
ユ
ダ
ヤ
教
を
信
じ
る
者
（
そ

の
人
生
と
実
生
活
の
す
べ
て
を
ユ
ダ
ヤ
教
の

信
仰
と
律
法
及
び
習
俗
と
教
え
に
従
っ
て
生

き
る
者
）
は
ユ
ダ
ヤ
人
と
さ
れ
る
。

エ
ル
サ
レ
ム

前
二
〇
─
一
九
世
紀
に
は
エ
ジ
プ
ト
の
文

書
に
こ
の
町
の
こ
と
が
出
て
い
る
。
古
代
か

ら
の
要
害
、
丘
陵
上
の
都
市
で
あ
っ
た
。
そ

の
名
称
の
由
来
は
諸
説
あ
り
、
「
平
和
の
所

有
」
「
平
和
の
基
礎
」
を
意
味
す
る
ア
ラ
ム
語

を
一
応
の
原
語
と
す
る
が
、
現
在
、
紛
争
の

地
で
あ
る
の
は
残
念
で
あ
る
。
前
一
〇
〇
〇

年
、
ダ
ビ
デ
が
統
一
王
国
の
都
と
し
、
次
の

ソ
ロ
モ
ン
が
遺
志
を
継
い
で
神
殿
を
建
て
る
。

シ
オ
ン
、
シ
オ
ン
の
丘
は
別
名
「
要
害
」

の
意
味
。
神
の
住
ま
い
で
あ
る
こ
と
が
強
調

さ
れ
る
と
き
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

ヘ
ブ
ラ
イ
人
、
語

古
代
ア
ッ
シ
リ
ア
語
な
ど
セ
ム
語
で
「
渡

る
、
越
え
る
」
ヘ
ブ
ラ
イ
人
は
ユ
ー
フ
ラ
テ

ス
川
沿
岸
か
ら
カ
ナ
ン
（
パ
レ
ス
チ
ナ
の
古

代
の
名
称
の
一
つ
（
原
語
は
「
紫
色
の
染
料
」

そ
の
商
人
。
王
侯
貴
族
の
衣
料
に
用
い
ら
れ

た
。
）
へ
移
住
し
て
き
た
が
定
住
す
る
ま
で
に

は
時
間
が
か
か
り
、
各
地
で
一
種
の
寄
留
民

で
、
市
民
権
を
持
た
ず
、
時
に
強
制
労
働
に

従
事
し
た
社
会
層
を
形
成
し
て
い
た
。
定
着

後
、
イ
ス
ラ
エ
ル
人
と
同
義
に
用
い
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。

カ
ナ
ン
侵
入

族
長
時
代

ア
ブ
ラ
ハ
ム
、
イ
サ
ク
、
ヤ
コ
ブ
は
ユ
ダ

人
（
イ
ス
ラ
エ
ル
民
族
）
の
先
祖
と
さ
れ
、

族
長
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
「
わ
た
し
の
先
祖

は
滅
び
ゆ
く
一
ア
ラ
ム
人
で
あ
り
」
（
申
命

記
二
六
・
五
―
一
〇
）
と
族
長
ヤ
コ
ブ
は
言

っ
て
い
る
が
、
ア
ラ
ム
人
の
集
団
は
二
つ
の

移
動
群
と
し
て
、
パ
レ
ス
チ
ナ
の
沃
地
に
侵

入
し
た
。
第
一
波
は
前
一
九
、
一
八
世
紀
頃

ア
ラ
ビ
ア
半
島
か
ら
北
に
移
動
、
メ
ソ
ポ
タ

ミ
ア
と
カ
ナ
ン
（
パ
レ
ス
チ
ナ
）
の
周
辺
を

な
す
シ
リ
ア
に
定
着
、
支
配
層
と
な
る
。
ア

ブ
ラ
ハ
ム
の
父
テ
ラ
の
旅
と
さ
れ
る
（
創
世

記
一
一
・
三
一
）
。
第
二
波
は
前
十
四
、
十
三

世
紀
に
活
動
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
が
ハ
ラ
ン
を
出

発
、
カ
ナ
ン
に
移
動
、
定
住
へ
の
努
力
を
す

る
。こ

の
集
団
の
カ
ナ
ン
侵
入
に
は
、
常
に
先

住
部
族
と
の
摩
擦
が
あ
っ
た
が
、
戦
い
で
は

な
か
っ
た
。
彼
ら
は
牧
草
を
追
い
な
が
ら
移

動
し
て
い
た
半
遊
牧
民
で
、
徐
々
に
沃
地
に

定
着
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

モ
ー
セ
、
出
エ
ジ
プ
ト
時
代

ユ
ダ
ヤ
人
に
と
っ
て
出
エ
ジ
プ
ト
は
民
族

と
宗
教
の
確
立
の
時
で
あ
り
、
過
越
祭
は
こ

れ
を
記
念
す
る
ユ
ダ
ヤ
人
最
大
の
登
り
で
あ

る
。エ

ジ
プ
ト
に
移
動
し
た
の
は
、
し
か
し
、

全
部
で
な
く
、
一
部
の
ヨ
セ
フ
集
団
で
あ
っ

た
（
創
世
記
三
十
七
章
以
下
）
旱
魃
の
時
は

エ
ジ
プ
ト
、
ナ
イ
ル
川
の
食
糧
豊
富
な
デ
ル

タ
地
帯
に
移
動
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
エ
ジ

プ
ト
に
居
住
し
て
い
た
間
に
王
が
変
わ
っ
た
。

か
の
有
名
な
ラ
メ
セ
ス
二
世
（
前
一
二
九
〇

―
一
二
二
四
）
で
あ
る
。
そ
し
て
、
多
く
の

パ
レ
ス
チ
ナ
紛
争
史
（
１
）

滝
沢

陽
一

紛
争
解
決
へ

二
〇
〇
三
年
六
月
、
ブ
ッ
シ
ュ
米
大
統
領
、

パ
レ
ス
チ
ナ
自
治
政
府
首
相
ア
ッ
バ
ス
、
イ

ス
ラ
エ
ル
首
相
シ
ャ
ロ
ン
の
三
人
で
ヨ
ル
ダ

ン
の
ア
カ
バ
で
和
平
会
談
を
開
い
た
。
ブ
ッ

シ
ュ
が
Ｅ
Ｕ
、
ロ
シ
ア
、
国
連
と
協
力
し
て

「
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
」
（
道
路
地
図
）
と
い
う
平

和
構
想
を
作
っ
た
第
一
歩
で
あ
っ
た
。

ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
第
一
段
階
（
二
〇
〇
三
年

五
月
末
日
ま
で
）
パ
レ
ス
チ
ナ
は
イ
ス
ラ
エ

ル
の
生
存
権
を
認
め
、
テ
ロ
を
停
止
す
る
。

イ
ス
ラ
エ
ル
は
、
パ
レ
ス
チ
ナ
を
主
権
国
と

認
め
、
ガ
ザ
地
区
や
ヨ
ル
ダ
ン
川
西
岸
か
ら

軍
を
撤
収
。
入
植
活
動
を
凍
結
す
る
。

第
二
段
階
（
二
〇
〇
三
年
十
二
月
ま
で
）

パ
レ
ス
チ
ナ
が
憲
法
を
制
定
、
暫
定
的
な
国

境
を
持
つ
独
立
国
家
を
樹
立
す
る
。

第
三
段
階
（
二
〇
〇
五
年
ま
で
）
エ
ル
サ

レ
ム
の
主
権
な
ど
の
問
題
を
解
決
し
て
、
両

者
の
関
係
を
正
常
化
す
る
。

パ
レ
ス
チ
ナ
の
現
状

イ
ス
ラ
ム
原
理
主
義
組
織
ハ
マ
ス
は
ロ
ケ

ッ
ト
弾
攻
撃
、
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
は
過
剰
な
攻

撃
、
侵
攻
と
両
者
は
相
互
に
報
復
と
称
し
て

戦
闘
を
繰
り
返
し
て
い
る
。

二
〇
〇
八
年
二
月
下
旬
、
エ
ル
サ
レ
ム
の

ユ
ダ
ヤ
教
神
学
校
（
ラ
ビ
養
成
）
に
パ
レ
ス

チ
ナ
人
が
乱
入
し
て
自
動
小
銃
数
百
発
を
発

射
し
、
学
生
を
殺
害
、
重
軽
傷
を
負
わ
せ
る

事
件
が
起
こ
っ
た
。

三
月
一
日
に
は
こ
の
報
復
、
ハ
マ
ス
撲
滅

作
戦
と
し
て
、
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
が
ガ
ザ
に
侵

攻
、
ハ
マ
ス
幹
部
を
殺
害
、
市
民
に
も
七
十

人
の
犠
牲
者
を
出
し
て
い
る
。

和
平
条
約
締
結
を
二
〇
〇
八
年
末
ま
で
に

目
指
し
、
前
記
ロ
ー
ド
・
マ
ッ
プ
交
渉
は
続

い
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
打
ち
切
り
と
な
っ

て
い
る
。
特
に
ガ
ザ
は
百
五
十
万
人
の
住
民

が
イ
ス
ラ
エ
ル
の
経
済
封
鎖
に
よ
っ
て
製
造

業
や
建
設
事
業
は
ス
ト
ッ
プ
し
、
人
口
の
八

割
が
食
料
援
助
に
頼
る
人
道
問
題
に
な
っ
て

い
る
。
ま
た
、
ハ
マ
ス
は
新
性
能
の
ミ
サ
イ

ル
と
ロ
ケ
ッ
ト
を
イ
ラ
ン
か
ら
（
旧
ソ
連
の

開
発
）
購
入
す
る
な
ど
、
五
年
を
超
え
る
イ

ラ
ク
戦
争
に
加
え
て
、
中
東
全
域
の
平
和
も

失
わ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。

パ
レ
ス
チ
ナ
の
地
名
な
ど

パ
レ
ス
チ
ナ

北
は
レ
バ
ノ
ン
、
東
北
に
シ
リ
ア
、
東
に

ヨ
ル
ダ
ン
、
西
は
地
中
海
に
接
す
る
四
国
よ

り
少
し
大
き
い
地
域
で
、
一
九
八
八
年
に
ユ

ダ
ヤ
人
四
二
二
万
、
イ
ス
ラ
ム
教
徒
七
二
万
、

キ
リ
ス
ト
教
徒
一
二
万
、
そ
の
他
少
数
民
族

九
万
で
あ
る
が
、
そ
の
後
、
紛
争
に
よ
る
難

民
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
出
国
を
禁
止
し
て
い
た
ソ

連
、
つ
い
で
ロ
シ
ア
か
ら
の
移
民
な
ど
が
あ

り
、
大
き
な
変
化
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の

地
名
は
ギ
リ
シ
ア
語
で
「
海
の
民
」
パ
ラ
ス

テ
ィ
ネ
ー
か
ら
各
国
語
に
入
っ
た
。
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
系
で
、
地
中
海
沿
岸
に
最
終
的
に
住
み

つ
い
た
。
現
在
の
用
法
で
は
ア
ラ
フ
ァ
ト
の

Ｐ
Ｌ
Ｏ
（
パ
レ
ス
チ
ナ
解
放
戦
線
）
か
ら
イ

ス
ラ
エ
ル
以
外
の
土
地
と
人
民
を
指
し
、
独

立
国
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
。

イ
ス
ラ
エ
ル

ア
ブ
ラ
ハ
ム
の
子
の
イ
サ
ク
の
子
ヤ
コ
ブ

は
兄
エ
サ
ウ
か
ら
相
続
権
を
奪
い
、
エ
サ
ウ

の
怒
り
を
買
い
逃
亡
、
放
浪
の
旅
に
出
る
。

ぶ

ど

う
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前
七
世
紀
後
半
、
ア
ッ
シ
リ
ア
帝
国
が
没

落
、
ユ
ウ
フ
ラ
テ
ス
河
か
ら
シ
ナ
イ
半
島
ま

で
相
続
権
を
新
バ
ビ
ロ
ニ
ア
と
エ
ジ
プ
ト
と

の
間
で
争
い
、
ユ
ダ
王
国
も
こ
れ
に
巻
き
込

ま
れ
、
前
五
八
七
年
、
新
バ
ビ
ロ
ニ
ア
王
ネ

ブ
カ
ド
レ
ッ
ツ
ァ
ル
が
エ
ル
サ
レ
ム
の
城
壁

を
突
破
、
神
殿
と
町
に
火
が
つ
け
ら
れ
、
南

王
国
ユ
ダ
は
滅
亡
し
た
。

上
層
階
級
は
捕
囚
と
し
て
バ
ビ
ロ
ン
に
連

れ
て
行
か
れ
た
（
「
バ
ビ
ロ
ン
捕
囚
」
五
八
七

年
）
。

こ
れ
が
祖
国
へ
の
帰
還
と
国
の
独
立
を
願

う
、
亡
国
と
離
教
の
民
の
始
ま
り
で
あ
る
。

ペ
ル
シ
ア
、
第
二
神
殿
時
代

バ
ビ
ロ
ン
は
前
五
三
八
年
、
ペ
ル
シ
ア
王

キ
ュ
ロ
ス
二
世
に
よ
り
陥
落
。

ユ
ダ
ヤ
の
民
は
キ
ュ
ロ
ス
王
の
帰
還
許
可

命
令
に
よ
り
祖
国
に
帰
る
こ
と
が
で
き
た
。

新
し
い
希
望
に
満
ち
て
、
彼
ら
は
神
殿
の

再
興
に
と
り
か
か
っ
た
が
、
周
辺
か
ら
の
妨

害
に
よ
り
二
〇
年
中
断
、
前
五
二
〇
年
再
開
、

前
五
二
五
に
竣
工
、
ソ
ロ
モ
ン
の
神
殿
（
前

十
世
紀
）
を
第
一
、
こ
の
神
殿
を
第
二
神
殿

と
呼
ぶ
。
第
一
の
壮
麗
さ
に
く
ら
べ
見
劣
り

す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
祖
国
帰
還
と
宗
教

復
興
、
王
国
の
再
建
は
大
き
な
喜
び
で
あ
っ

た
（
エ
ズ
ラ
記
、
ネ
ヘ
ミ
ヤ
記
）
。

ユ
ダ
ヤ
人
の
地
は
ペ
ル
シ
ア
以
後
も
外
国

の
支
配
下
に
あ
る
王
国
と
し
て
存
続
、
紀
元

後
七
〇
年
、
ロ
ー
マ
に
よ
る
占
領
、
破
壊
ま

で
の
約
六
百
年
間
を
第
二
神
殿
時
代
と
呼
ぶ
。

イ
エ
ス
時
代
の
神
殿
は
こ
れ
で
あ
り
、
ま
た

ユ
ダ
ヤ
の
民
は
政
治
以
外
は
、
そ
の
一
神
教
、

ユ
ダ
ヤ
教
を
保
持
、
発
展
さ
せ
、
独
自
の
文

化
を
誇
る
宗
教
王
国
で
あ
っ
た
。

ユ
ダ
ヤ
教
の
確
立
、
律
法

ユ
ダ
ヤ
人
は
バ
ビ
ロ
ニ
ア
、
エ
ジ
プ
ト
ま

た
そ
の
他
の
国
々
に
離
散
し
て
い
る
も
の
が

多
く
あ
っ
た
が
、
彼
ら
は
パ
レ
ス
チ
ナ
と
離

れ
て
い
て
も
バ
ビ
ロ
ニ
ア
捕
囚
の
間
に
育
成

し
た
神
政
共
同
体
を
確
立
、
ユ
ダ
ヤ
人
と
は

ユ
ダ
ヤ
教
徒
で
あ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
っ
た
。

前
四
四
五
年
ユ
ダ
ヤ
総
督
ネ
ヘ
ミ
ヤ
に
よ

り
、
エ
ル
サ
レ
ム
の
城
壁
修
理
、
前
三
九
八

年
、
律
法
学
者
エ
ズ
ラ
に
よ
っ
て
、
社
会
制

度
は
整
え
ら
れ
、
特
に
エ
ズ
ラ
は
モ
ー
セ
五

書
も
し
く
は
旧
約
聖
書
を
文
字
で
書
か
れ
た

「
成
文
律
法
」
と
「
口
伝
律
法
」
と
し
、
「
律

法
」
の
民
、
ま
た
そ
れ
を
指
導
す
る
ラ
ビ
の

ユ
ダ
ヤ
教
の
時
代
が
始
ま
っ
た
。
口
伝
律
法

は
成
文
律
法
の
現
実
の
社
会
生
活
全
般
へ
の

厳
密
な
適
用
で
あ
り
、
徐
々
に
集
成
さ
れ
、

後
二
一
〇
年
頃
「
ミ
シ
ュ
ナ
ー
」
と
し
て
ま

と
め
ら
れ
て
い
る
。
ミ
シ
ュ
ナ
ー
の
研
究
は

積
み
重
ね
ら
れ
、
後
四
世
紀
末
に
エ
ル
サ
レ

ム
・
タ
ル
ム
ー
ド
、
五
世
紀
末
に
バ
ビ
ロ
ニ

ア
・
タ
ル
ム
ー
ド
が
完
結
、
一
世
紀
末
に
成

立
し
た
（
旧
約
）
聖
書
と
と
も
に
ユ
ダ
ヤ
教

の
「
経
典
」
と
な
り
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
独
自
性

は
い
よ
い
よ
強
化
さ
れ
、
そ
の
問
題
が
他
民

族
、
他
国
家
と
の
摩
擦
の
根
本
的
な
原
因
と

な
っ
て
い
る
。

ミ
シ
ュ
ナ
ー
の
原
義
は
、
「
教
育
学
習
」
、

こ
の
註
解
、
解
説
を
ゲ
マ
ラ
ー
（
完
成
）
と

呼
び
、
タ
ル
ム
ー
ド
（
原
義
は
研
究
、
教
訓
）

は
、
本
文
ミ
シ
ュ
ナ
ー
、
註
解
ゲ
マ
ラ
ー
か

ら
成
り
、
ラ
ビ
（
導
師
）
の
ユ
ダ
ヤ
教
は
、

律
法
の
中
に
六
一
三
の
戒
律
（
義
務
律
二
四

八
、
禁
止
律
三
六
五
）
を
含
ん
で
い
る
。
ラ

ビ
は
、
元
来
「
偉
大
な
る
」
と
い
う
原
義
、

そ
れ
が
「
わ
が
主
よ
」
と
い
う
呼
び
か
け
、

敬
称
と
な
り
、
律
法
に
通
じ
る
学
者
の
こ
と

で
あ
る
が
、
歴
史
的
変
化
の
末
、
現
在
で
は

ユ
ダ
ヤ
人
社
会
の
精
神
的
指
導
者
、
シ
ナ
ゴ

ー
グ
（
ユ
ダ
ヤ
教
会
堂
）
の
説
教
者
で
あ
る
。

（
「
パ
レ
ス
チ
ナ
紛
争
史
」
次
号
に
つ
づ
く
。
）

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

訂

正

暁
烏
敏
師
（
あ
け
が
ら
す
・
は
や
）
（
四
号

二
頁
二
段
目
）
の
お
名
前
を
こ
の
よ
う
に
訂

正
し
ま
す
。
上
田
和
夫
氏
（
英
文
学
者
）
お

よ
び
佐
藤
文
子
姉
の
御
指
摘
を
感
謝
い
た
し

ま
す
。

暁
烏
師
は
大
正
、
昭
和
期
に
清
沢
満
之
（
ま

ん
し
）
と
共
に
浄
土
真
宗
大
谷
派
の
改
革
運

動
に
尽
力
し
た
名
僧
（
上
田
和
夫
氏
）
。

外
国
人
が
強
制
労
働
に
従
事
さ
せ
ら
れ
た
が
、

苛
酷
な
扱
い
に
耐
え
か
ね
て
、
モ
ー
セ
の
主

導
で
エ
ジ
プ
ト
か
ら
逃
亡
（
出
エ
ジ
プ
ト
）

し
、
荒
野
を
放
浪
し
つ
つ
、
よ
う
や
く
、
カ

ナ
ン
の
地
に
帰
り
、
モ
ー
セ
は
そ
こ
で
終
わ

り
、
ヨ
シ
ュ
ア
に
指
導
者
が
引
き
継
が
れ
る
。

ヨ
シ
ュ
ア
、
定
着
時
代
、
聖
戦

半
遊
牧
民
の
定
着
に
は
先
住
部
族
と
の
摩

擦
が
あ
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
十
二
部
族

も
あ
っ
た
ユ
ダ
ヤ
人
は
戦
闘
に
ま
で
持
ち
込

み
、
土
地
を
占
領
し
て
い
っ
た
。
聖
書
で
は

ヨ
シ
ュ
ア
の
エ
リ
コ
城
陥
落
の
物
語
り
か
ら

始
ま
る
（
ヨ
シ
ュ
ア
記
）
。
ヨ
シ
ュ
ア
の
業
績

は
十
二
部
族
を
ま
と
め
、
「
主
の
戦
い
」
、
聖

戦
と
も
言
わ
れ
て
い
る
カ
ナ
ン
侵
入
作
戦
に

成
功
し
、
士
師
の
支
配
す
る
部
族
ご
と
に
定

住
を
さ
せ
た
こ
と
と
さ
れ
る
。

統
一
国
家
、
サ
ウ
ル
、
ダ
ビ
デ

十
二
部
族
の
連
合
体
は
約
二
〇
〇
年
続
い

た
が
、
前
一
一
世
紀
終
り
頃
、
ペ
リ
シ
テ
人

が
、
地
中
海
岸
に
五
つ
の
都
市
国
家
を
建
設

し
、
強
力
な
軍
隊
で
領
地
を
拡
大
し
て
き
た
。

ユ
ダ
ヤ
人
は
今
度
は
侵
略
に
対
抗
せ
ざ
る
を

得
ず
、
王
を
求
め
、
サ
ウ
ル
が
第
一
代
の
王

に
選
ば
れ
た
が
、
王
と
言
う
よ
り
は
外
敵
の

攻
撃
に
、
急
遽
立
て
ら
れ
た
、
軍
事
的
指
導

を
行
う
カ
リ
ス
マ
的
指
導
者
で
、
精
神
的
に

民
衆
を
鼓
舞
し
て
い
っ
た
。

し
か
し
、
サ
ウ
ル
は
ペ
リ
シ
テ
人
に
惨
敗

し
、
自
害
す
る
。
（
サ
ム
エ
ル
記
上
三
一
章
）
。

後
継
者
ダ
ビ
デ
は
戦
闘
、
政
治
能
力
に
優

れ
、
ペ
リ
シ
テ
人
を
撃
退
、
エ
ル
サ
レ
ム
を

首
都
に
定
め
、
こ
こ
に
十
二
部
族
の
統
一
国

家
で
あ
る
イ
ス
ラ
エ
ル
国
家
が
誕
生
す
る
。

中
央
神
殿
を
建
て
る
に
は
至
ら
ず
、
そ
の
子

ソ
ロ
モ
ン
に
よ
り
、
豪
華
な
神
殿
が
建
て
ら

れ
、
イ
ス
ラ
エ
ル
国
は
繁
栄
す
る
。

侵
入
か
平
和
か

イ
ス
ラ
エ
ル
（
ユ
ダ
ヤ
人
）
は
パ
レ
ス
チ

ナ
の
地
に
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
地
か
ら
移
住
し
、

常
に
周
辺
の
他
民
族
の
政
治
的
、
宗
教
的
脅

威
を
受
け
、
ま
た
和
平
の
努
力
を
し
つ
つ
モ

ー
セ
以
来
の
一
神
教
で
あ
る
ユ
ダ
ヤ
教
を
守

り
抜
き
、
一
国
家
、
一
民
族
と
し
て
成
立
に

至
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
歴
史
的
事
実
に
三
つ
の
説
が
あ
る
。

「
統
一
的
軍
事
征
服
説
」
と
反
対
に
「
平
和

的
浸
透
説
」
（
軍
事
衝
突
も
あ
っ
た
が
、
時
を

経
過
し
つ
つ
徐
々
に
平
和
に
定
着
）
、
「
社
会

的
変
革
説
」
で
あ
る
。
（
社
会
的
変
革
は
カ
ナ

ン
の
先
住
の
都
市
国
家
内
部
の
農
奴
の
貴
族

へ
の
反
抗
、
解
放
で
、
農
奴
に
イ
ス
ラ
エ
ル

の
部
族
が
含
ま
れ
る
か
否
か
で
あ
る
が
不
明

で
あ
る
）
。

ダ
ビ
デ
、
ソ
ロ
モ
ン
、
王
国
分
裂

ダ
ビ
デ
は
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
に
生
ま
れ
、
行
動

力
と
活
力
に
あ
ふ
れ
、
政
治
的
才
能
に
恵
ま

れ
、
忍
耐
深
く
、
自
己
の
目
標
を
目
指
し
、

部
族
連
合
の
長
、
王
と
な
り
、
前
九
二
二
年
、

エ
レ
サ
レ
ム
を
都
と
定
め
た
。

ダ
ビ
デ
の
後
継
者
争
い
の
後
、
そ
の
子
ソ

ロ
モ
ン
が
王
位
に
つ
い
た
（
前
九
六
五
年
）
。

ダ
ビ
デ
の
王
国
は
民
族
的
に
も
財
政
的
に
も

膨
大
な
も
の
で
あ
り
、
ソ
ロ
モ
ン
の
政
治
は

こ
の
維
持
、
管
理
、
充
実
で
あ
り
、
そ
れ
に

成
功
、
「
ソ
ロ
モ
ン
の
栄
華
」
を
極
め
た
。
エ

ル
サ
レ
ム
に
壮
麗
な
神
殿
を
建
築
し
、
こ
こ

に
イ
ス
ラ
エ
ル
人
の
宗
教
的
、
精
神
的
、
具

体
的
な
中
心
が
確
立
さ
れ
た
。

ソ
ロ
モ
ン
の
死
後
、
前
九
二
六
年
、
そ
の

子
レ
ハ
ベ
ア
ム
の
南
部
支
配
に
問
題
は
な
い

が
、
北
部
の
部
族
は
世
襲
を
認
め
ず
、
争
い

の
末
、
北
の
イ
ス
ラ
エ
ル
王
国
と
南
の
ユ
ダ

王
国
に
分
裂
し
て
し
ま
っ
た
。

北
王
国
の
滅
亡

前
七
四
五
年
、
新
ア
ッ
シ
リ
ア
王
国
の
テ

ィ
グ
ラ
ト
・
ピ
レ
セ
ル
は
西
オ
リ
エ
ン
ト
諸

国
を
支
配
す
る
野
望
を
も
ち
、
各
地
の
占
領

の
結
果
、
つ
い
に
前
七
二
一
年
、
北
王
国
は

最
後
の
町
サ
マ
リ
ア
が
ア
ッ
シ
リ
ア
に
よ
り

陥
落
、
滅
亡
し
た
。

「
バ
ビ
ロ
ン
捕
囚
」
、
南
王
国
滅
亡

南
王
国
ユ
ダ
は
ダ
ビ
デ
王
朝
と
エ
ル
サ
レ

ム
を
受
け
継
ぎ
、
安
定
し
た
歴
史
を
歩
ん
だ
。


